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しておかねばなるまい。

それは，本論文の第１部は理論篇となづけられていな

がら，本論文全般にわたって必ずしも著者の理論的立場

が明白でない点である。例えば，第１部は「パヴロフ型

条件づけとオペラント条件づけに関する現代連合理論」

と題する章から始められているが，第２部において自己

の実験結果を考察する際に連合理論からの徹密な分析は

試みられていない。

現代の条件づけ研究の動向は，条件づけのメカニズム

の解明を目的とする方向，メカニズムには関心を向けず

現象の生起条件の分析に専念する方向とに２分されて

いるように思われ，連合理論の論者は前者に属するが，

著者の姿勢はむしろ後者の色彩が強い。それならばその

方向に専念することにより，分析をより鋭いものにする

ことができよう。

著者の分析に飽き足らないものが残る一例として，仲

介行動の可能性としてキーつつき行動のみに言及してい

ることである。その他の実験者が記録することのなかっ

た何らかの行動が弁別をもたらす仲介行動として存在し

た可能性は否定できないであろう。

このような弱点は認められるものの，本論文は，著者

の研究者としての力量を充分に示すものである。

著者は，本論文によって（心理学）の学位を授与され

るに価するものと認められる。
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〔論文審査要旨〕

井上すみれ君より提出された学位請求論文「リスク知

覚に及ぼすマス・メディア及び個人属性要因の影響研

究」は，事故の危険度の知覚形成に，マス・メディア及

び個人の属性・経験・価値観などの要因がどのように影

響しているかを実証的に分析したものである。その構成

は次の４部，１７章からなっている。

序

第１部リスク知覚研究の発展と諸問題

第１章「リスク(risk)」の定義

第２章リスク研究への社会的背景

第３章Slovicらによるリスク知覚研究

第４章Slovicらの研究に対する批判及びその後

の展開

第５章マス・メディアの影響研究とリスク・コ

ミュニケーション研究

第６章問題の所在

第２部リスク報道とリスクの実態の分析

第１章リスク報道の経年変化の分析

第２章新聞におけるリスク報道の内容と表現の分

析

第３章調査対象リスクの実態と属性別の特徴

第３部リスク知覚と対処行動の影響要因分析

第１章調査の実施概要

第２章危険度評定に対するリスクの定性的・定量

的知覚の影響

第３章リスク知覚におけるマス・メディアの影響

第４章リスク知覚における個人属性・価値観・経

験の影響

第５章リスク知覚と対処行動

第４部本研究の総括と今後の課題

第１章本研究の総括

第２章個別の問題一現実場面で提起される問題へ

の考察一

第３章今後の課題

引用・参考文献

資料

著者は「リスク」として自動車事故に代表される「事

故」という事象を扱っているが，第１部第１章において

は，経済学をはじめとするさまざまな分野でこれまで個

別に検討されてきた広範なリスク概念を丹念に吟味整理



して，「事象としての」リスクに見られる共通点と特性を

広義のリスク概念の中に位置づけている。

次に第２章においては原発の安全性をとりあげ，事故

及び災害事象としてのリスクに関する研究の社会的背景

と問題意識を明らかにしている。すなわち，１９６０年代

の米国では原子炉の安全性に関し，その潜在的な危険性

が大きいことや未解明部分が存在するといった理由のた

めに，計画段階からリスク評価やリスクの許容基準を示

す必要が生まれた。ところがそのような要求に応え，社

会を説得するために作成されたRasumussen報告は，

逆に社会的に大きな論議をまきおこす結果となった。こ

のことが，社会的な合意が得られるような合理的なリス

ク評価と安全蕊準の研究，さらには人々のリスク知覚に

関する研究を大きく推進することにつながった。リスク

の安全基準設定の問題に対する具体的な解の一つが

Starｒによる研究である。彼は様々なリスクの安全件基

準，すなわち受認限界に関し，関与者当たりの死亡者数

の経年変化を検討した。著者はStarrの提起した問題点

をｌ）リスク・ベネフィット分析，２)定職的評価の是

非，３)自発・受動のダブル・スタンダード，４）レベル理

論の是非，５）リスク比較への批判，の５つにまとめて論

じている。

第３章および第４章では，Slovicによる計尉的なリ

スク知覚研究を中心に，１９７０年代から８０年代はじめに

かけて活発に行われた計量的な手法によるリスク知覚研

究を検討している。著者はこれらの研究に認められる問

題として，ｌ)刺激選択の適切な基準の欠如，２)用いられ

る尺度の妥当性の問題（尺度間相関の問題)，３)集合的

なデータに対する因子分析を用いてリスク知覚の櫛造を

検討することの妥当性，の３つを指摘し，Slovicらの得

た３次元構造は社会的応用性という点では評価できる

ものの，リスク知覚の心理的構造という点では不十分な

点が多いとしている。さらに，前述の問題点をふまえて

計量的なアプローチによるリスク知覚研究の限界を論じ

ている。また，計賦的リスク知覚研究が主に依拠してき

た意思決定理論による認知的要素重視のアプローチを批

判し，情緒的要因や自我関与のような心蝿学的知見を生

かしたアプローチの重要性を主張している。

第５章ではリスク知覚形成に大きな影響を与えると

言われるマス・メディアの影響とリスク・コミュニケー

ション研究について述べている。著者はここでも従来の

意思決定理論の枠組みによる方法に批判の目を向けてい

る。すなわちほとんどの研究が対象リスクに関するリス

クとベネフィットそれぞれの記述量を検討するような認
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知的・定量的側面に重点をおいたアプローチをとってい

る点が問題であるとしている。

以上のような検討をもとに，著者が第１部を通して述

べている従来の研究にみられる問題点と本研究が扱うべ

き課題の概要を次のようにまとめることができる。

ｌ）リスク知覚研究においては合理的意思決定という

観点から認知的要素や定量的特性が噸祝されてきた一

方，意思決定以外の分野における知見があまり重視され

ておらず，これらを含めた分析が必要である。

２）研究対象の「リスク」が応用性を雨視するあまり

今日社会問題となっているものに偏る傾向があり，対象

の範囲を人間の知覚という視点から機能的にとらえ直す

必要がある。

３）対処行動との関連を検討する必要がある。

４）個人レベルでの知覚と個人が属す集団レベルでの

知覚を区別してとらえると共に，属性による知覚の違い

を意識した検討が必要である。

５）マス・メディアの影響についても，時系列変化や

経験・価値観等の要因を考慮した検討が必要である。

第２部および第３部では，上記の課題をふまえて著者

が行った実証研究の結果が報告されている。まず，第２

部においては，マス・メディアによるリスク報道の内容

についてその検討結果を述べている。第１章では，時系

列変化に着｢}し，さまざまな事故・災害に関して１５年

にわたる新聞報道の定量的な内容分析を行っている。そ

の結果，ｌ)多くの事故・災害の１５年間の報道を定量的

に見ると，自動車事故や列車事故のように実際の事故

数・死亡者数の推移では時系列変化がみられるもので

も，報道蛾は非常に安定的であって，長期的な増加・減

少傾向はみられない。また，２)クラスター分析によって

分類された記事のパターンについても，どのリスクも対

象期間を通してほぼ同一のパターンを維持しており，時

系列変化はみられないことを明らかにした。著者はこれ

らの結果を考察し，定量的な観点からは時系列変化より

もむしろリスクによる違いが大きくかつ固定的であると

し，報道時に用いられる「リスク報道マニュアル」が強

く影響している可能性を指摘している。

次に第２章では報道の定性的な側面に注['し，対象期

間内に報道された自動車事故，及び中華航空機墜落事故

をとりあげ，新聞報道の表現・内容について二つの事故

報道を比較検討している。その結果，前者の場合は死亡

者数．事故車両数といった数値を中心とした表現による

比較的客観的で簡潔な記事が多くみられるのに対し，後

者の場合，第一面では数量表現を中心とした客観的で簡



4６

潔な事実報道が行われるのに，社会面では被害者の個人

的エピソードを中心にした，きわめて情緒的な報道が行

われていたことを報告している。また，中華航空機墜落

事故の分析では，事故原因に関する報道が極めて長期間

に多数行われていたことを示し，事故原因に関する報道

を詳しく検討した結果，航空機事故調査委員会の分析に

よって原因が発表される以前に推測による事故原因が繰

り返し報道され，報道機関や評論家による不適切な推測

が長期的に示されたことが事故の危険性の知覚を強めた

おそれがあることを示している。さらに，事故原因に関

する報道では「ハイテク」という表現が暖昧に用いられ，

特に事故発生直後，詳細な事故原因の検討以前から「ハ

イテク」の関与を思わせる表現が多用され，それが間接

的に他の「ハイテク」に対する負のイメージ形成につな

がったとしている。

第３章では，第３部の質問紙調査で用いる自動車事故

など５つのリスクの現況を統計指標を用いて分析し，死

亡率は年齢のような個人属性によって大差があるために

リスクの危険度は個人属性により大きく異なることを示

している。

第３部では，質問紙を用いて測定したリスク知覚への

影響要因のなかで，マス・メディアと個人属性に着目し

た分析結果が述べられている。

第１章では質問紙調査の実施概要と主要変数につい

て述べている。すなわち質問紙では運転者の自動車事

故，歩行者の自動車事故，転落事故，飛行機事故，原発

事故の５つのリスクについて，危険度，１年間の死亡者

数，リスクの定性的及び定量的特性の知覚，リスクに関

する経験の有無，各リスクへの対処イメージ，マス・メ

ディアへの接触頻度，対処行動等の項目について尋ねて

いる。有効回答は３つの年齢層（２０代，３０～４０代，５０

代以上）の男女あわせて４５１人から得られたものであ

る。

第２章から第５章では質問紙調査の分析結果を述べ

ている。まず第２章では，各リスクの危険度の評定に対

するリスクの定性的及び定量的知覚特性の影響を一般線

形モデルを用いて分析し，従来重視されてきたリスクの

認知的特性よりも，情緒性と脆弱性の知覚，及び自我関

与が危険度の評定に強く影響しているという興味深い結

果を報告している。

第３章では，マス・メディアがリスク知覚に与える影

響の有無を検討している。Gerbnerの培養過程分析の手

法をもとに，新聞・ＴＶのリスク報道との接触の程度に

よる危険度の評定および死亡者数の推定の歪み（過大

視・過小視の程度）の有無を分析している。その結果リ

スクの種類による推定の歪みは，従来の指摘通り，原

発・飛行機事故では過大視され，自動車事故・墜落事故

では過小視されていた。しかしながら，マス・メディア

への接触の程度を表す２種類の指標，すなわち’)数量

化３類とクラスター分析の結果明らかになったマス．

メディア接触のパターン，及び２)新聞・ＴＶのリスク

報道との接触時間の長短，の両者によって詳細な検討を

加えても，接触量が多い人に過大視が多いという傾向は

認められなかった。さらに，個人属性である性及び年齢

を影響要因に加えると，個人属性による影響は統計的に

有意であるが，マス・メディアによる影響に有意性はみ

られなかった。この結果はマス・メディアによる影響が

全くないことを示すものではないが，少なくとも

Combsらの主張のように報道頻度の多少が認知的

ヒューリスティックの過程を介して直接に主観的危険度

に影響するという単純な過程ではないことを示している

とし，著者はより心理的で詳細な影響過程の検討の必要

性を主張している。従来報道の影響がリスク知覚の上で

重要視され，個人属性による影響は軽視されてきたが，

この点についての著者の問題提起は重要である。

第４章では，経験や価値観といった要因を含めた個人

属性が影響を与える理由を検討している。その結果，価

値観，とくに「集団対処志向」と「技術不信」が対象リ

スクの危険度評定に大きな影響を与えることを示してい

る。さらに，第５章では対処に注目し，実際に回答者が

行っている対処行動や各リスクに対してどのように対処

すべきであるかという対処のイメージがリスク特性の知

覚のどの側面と強く関連しているかを分析し，「情緒性」

および「個人の制御性」が実際の対処行動と有意な関連

を持つことを明らかにしている。

以上の分析をもとに，第４部では研究の総括と今後の

課題が述べられている。主要な点としては，ｌ)認知的特

性よりも自我関与や情緒性といった心理的特性を重視し

た枠組みの必要性，２)個人属性，特に年齢や価値観に関

してより組織的な分析の必要性，３)マス・メディアの影

響について，リスクの種類や心理的影稗過程を明らかに

できるような手法による研究の蓄積，があげられてい

る。また，第４部第２章では，現実場面において提起さ

れてきた疑問，つまり，積極的対処行動を促す効果的な

リスク・コミュニケーションの要件やリスク知覚におい

て従来からあるリスクと新しいテクノロジカル・リスク

がどのように異なるかについて，第３部までの分析結果

を基に論じている。



序章において著者が指摘しているように，今日大地震

や自動車事故など極めて多様なリスクに対し，個人及び

社会が適切な対応をせまられる場面が増えている。従っ

て，リスク知覚に関わる要因を検討し，適切なリスク・

コミュニケーションの要件を明らかにする試みは一層そ

の重要性を増しており，本論文は社会的関連性のある研

究を求める声に十分応えるものといえよう。著者は周到

な計画にそって手堅い分析を多角的に展開し，興味ある

多くの結果を報告している。なお分析方法の選択にあ

たってはその都度説得力ある理由が述べられており，著

者が解析力に優れていることをうかがわせる。

とくに，本論文第１部第１章における試みは，多くの

分野において長年検討されていながら従来共通した問題

としては把握されていなかったリスク概念を整理統合し

ようとする，きわめて意欲的なものである。

また，第３部のリスク知覚に関する分析においては，

従来広範な年齢層の回蒋者を得ることが困難だという理

由からほとんどの研究が回答者を学生に限定しているの

に対し，著者は高齢層まで含めた幅広い年齢層から回答

を得て年齢層による違いを検討し，その重要性を示した

点はリスク研究を一歩前進させたものと評価できる。

さらにリスク知覚に関する分析において，リスク評価

の指標である危険度判断が，情緒的因子ときわめて密接

に関連していることを明らかにし，危険度を認知的，合

理的判断としてとらえるアプローチに疑問を呈したこと

はリスク研究の今後の展開に重要な意味をもつものと思

われる。

しかしながら，本論文には以下のような弱点があるこ

とを指摘しておかねばなるまい。

著者は広範な角度からリスク知覚形成に関わる要因を

検討しようと試みているが，その結果かえって問題の検

討が拡散したきらいがある。たとえば，第２部において

マス・メディアの影響を定:量的・定性的分析により検討

しているが，むしろ定性的な側面を亜点的に検討した方

が心理的影響を明確にできたものと思われる。また，第

３部においても，培養過程分析の手法を用いてマス・メ

ディアの影響を分析しているが，培養仮説では人々の価

値観といった質的な側而への影響が指摘されており，価

値観への潜在的影響という観点に焦点を絞った分析をし

た方が深みのある分析ができたのではないかと考えられ

る。

また，態度，認知，知覚を著者がどう定義づけている

のか明白ではない。特に態度のように定義に関する議論

が分かれるものについてはまず著者の立場を明確にした
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うえで用いるべきであろう。

全体的な論文の構成は適切であり，検討内容には鋭さ

があるものの，表現には多少暖昧な部分が認められる。

回答者の学歴による違い，リスクの制御可能性による違

い，リスクの過小/過大視傾向と接触する媒体（テレビ

と新聞）選好との関係など細かい点では今後の研究に残

された課題もある。

細部についてはこのような弱点は認められるものの，

本論文はその分析計画，洞察などにおいて優れており，

このことは著者が研究者としての力量を十分に備えてい

ることを示すものである。よって著者は本論文によって

博士（社会学）の学位を授与されるに値するものと認め

られる。

教育学博士
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